
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〒814-0011 

 

 

 

 

 

学科としてヘルパー２級関連、介護保険制度関連基礎、就職支援、社会人基礎

講習を行います。実技として基本介護技術やレクレーションなどを実際に行い

ます。企業実習時間も有り、現場のことがよく分ります。 

選考日時：平成 2４年６月４日（月曜日）  選考方法：筆記試験、面接 

持 ち 物：筆記用具         選考結果：平成 2４年６月８日（金曜日） 

選考会場：介護サービス九州㈱研修センター（訓練実施施設と同じ） 

 〒814-0011  福岡市早良区高取二丁目 17 番 43 号（ｼﾃｨｰﾊｲﾂ藤崎 102 号） 

 

・教科書代（9,260 円） 

・健康診断参考費用金額（血液一般 約 6,500 円） 

・訓練実施施設から企業実習先への往復交通費参考金額 

  箱崎（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）：約 1,000 円 

  城西（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）：約 320 円   田村（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）：約 560 円 

 ※訓練実施期間に必要な企業実習先への交通費合計の目安：８,640 円 

 

 

特になし 

訓練期間：平成 2４年６月１８日～平成 24 年９月１４日 

訓練時間：9 時 00 分～16 時 30 分 

（企業実習は９時００分～１６時００分又は９時００分～１８時００分） 

職業相談、求人情報提供、履歴書（職務経歴書）作成指導、ﾊﾛｰﾜｰｸが行う就職

説明会の周知、面接指導、キャリアコンサルタント、ジョブカード作成他 

2５名 ※受講申込者が定員の半数に

満たない場合、中止することがある 

当研修センターには駐輪場・駐車場は、ありません。 

過去１年間の実 績：３回 

過去１年間の就職率：８６．０％ 

居宅・通所・施設サービス事業所での業務遂行に求められる基本的知識・技術・

応用能力を習得する。 

訪問介護員養成研修２級課程修了証が取得できます。 

※「ハローワークで職業相談を受け、現在有する技能、知識等と労働市場の状況から判断して、就職す

るための職業訓練を受講することが必要と判断された方に対して、次回の職業相談時に適切な訓練コー

スの受講申込書が交付されます。（原則、初回の相談時においては、受講申込書は交付されません。）

該当受講申込書を募集期間内に介護サービス九州株式会社：事務所までご提出願います。 

 

 

 

  

 

 

 



訓練番号（４-２３-４０-０２-０５-　　　　）　　　　　 ★ご相談は

訓練実施機関名【　介護サービス九州株式会社　】　
まで。

※求職者支援訓練を受講できる方は、「特定求職者」としての要件を満たす必要があります。【要件は裏面下部をご確認ください。】

【コース】実践コース 【定員２５名】

１ 訓練期間 訓練対象者の条件

平成２４年６月１８日
～平成２４年９月１４日

特になし

2 訓練時間　　　

3

4 募集期間

5 選考試験実施日

6 選考試験実施場所

7 選考方法、持参する物

8 選考結果通知日

9 訓練実施施設

駐車場の有無、台数及び料金

10 受講者の負担する費用

訓練実施施設PR欄　【ただし、『選考試験実施場所』及び『訓練実施施設』の最寄駅からの地図は必ず記載してください。】

訓練目標（仕上がり像） 修了後に取得可能な資格

求職者支援訓練コース案内（　６月開講）

【介護員養成科】

訓練内容

学科としてヘルパー２級関連、介護保険制度関連基礎、就職支援、社会人基礎
講習を行います。実技として基本介護技術やレクレーションなどを実際に行いま
す。企業実習時間も有り、現場のことがよく分ります。

　ＴＥＬ　０９２　（　８３２　）　２３５０　　ＦＡＸ　０９２　（　８３２　）　２３４９

居宅・通所・施設サービス事業所での業務遂行に求められる基本
的知識・技術・応用能力を習得する。

訪問介護員養成研修２級課程

　９：００　～　１６：３０　　企業実習：9時～16時又は18時　

お問い合わせ先・受講申込書提出先・担当者

　介護サービス九州株式会社

　〒814-0011　　福岡市早良区高取二丁目１７番４３号

　ＴＥＬ　０９２　（　８４５　）　７６１０　　ＦＡＸ　０９２　（　８４５　）　７７５７　　　担当：小代、川口

平成２４年　５月　１日　～　平成２４年　５月２９日

平成２４年　６月　４日

　介護サービス九州株式会社　研修センター

　〒814-0011　　福岡市早良区高取二丁目１７番４３号（シティーハイツ藤崎102号）

　教科書代9,260円　・健康診断目安費用（血液一般　約6,500円）　・訓練実施施設から企業実習先へ
の往復交通費目安合計金額：8,640円

選考方法：面接、筆記試験　　　　　持参する物：筆記用具

平成２４年　６月　８日

　介護サービス九州株式会社　研修センター

　〒814-0011　　福岡市早良区高取二丁目１７番４３号（シティーハイツ藤崎102号）

　ＴＥＬ　０９２　（　８３２　）　２３５０　　ＦＡＸ　０９２　（　８３２　）　２３４９

　駐車場無し

事務室 

介護サービス九州株式会社 

地下鉄藤崎駅４番出口より 徒歩６分 

・選考試験実施場所 

・訓練実施施設        

地下鉄 藤崎駅 

４番出口 

ド
コ
モ
 



訓練番号（４-２３-４０-０２ -０５ -　　　　）

訓練時間

6時間

43時間
26時間
17時間
11時間
4時間

12時間
8時間
2時間

3時間
30時間

6時間
42時間
6時間
6時間

22時間
12時間
18時間

12時間
24時間
12時間

職場体験
職場見学

✔
160時間 職場体験等

円

) 円　　実費

✔

　３．ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽに関する知識 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ概論・ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰの職業倫理

訓練カリキュラム
訓練実施機関名： 介護サービス九州株式会社

訓
 

練
 

内
 

容

科目 科目の内容

学
 
 
 

科

開講式・オリエンテーション／修了式 開講式、訓練の概要説明等（３H）／修了式（２H）

訪問介護員養成研修２級課程

　１．福祉サービスの基本視点 福祉理念とケアサービスの意義・サービス提供の基本視点

　２．社会福祉の制度とサービス 老人福祉の制度とサービス・障害者（児）福祉の制度とサービス

　４．サービス利用者の理解 障害疾病の理解・高齢者障害者（児）の心理・高齢者障害者（児）等の家族の理解

　５．介護に関する知識と方法 介護概論・介護事例検討・住宅福祉用具に関する知識

　６．家事援助に関する知識と方法 家事援助の目的、機能と基本原則・家事援助の方法・栄養、食生活のあり方・調理技術・被服他

　７．相談援助とケア計画の方法 ケアマネジメントの視点と方法・業務におけるケア計画の方法他

　８．関連領域の基礎知識 医学の基礎知識・在宅看護の基礎知識・リハビリテーション医療の基礎知識

　９．人権学習 同和問題をはじめとする人権問題に関する知識

安全衛生 安全衛生全般及び介護現場で必要な安全衛生

職業能力基礎講習 自己理解・職業意識・表現スキル・人間関係スキル・マナーの知識他

　　・在宅サービス提供現場見学 デイサービスでの実習（１２Ｈ）

就職支援 就職相談・求人情報の提供・履歴書（職務経歴書）の作成・ｼﾞｮﾌﾞｶｰﾄﾞ作成支援及び交付他（１２Ｈ）

実
 
 
 

技

共感的理解と基本的態度の形成 要介護高齢者等・認知症高齢者等・視覚・聴覚障害者とのコミュニケーション

基本介護技術 食事・排泄、衣服着脱・入浴・体位変換・肢体不自由者歩行・車椅子への移乗移動・・ベッドメイキング他

ケア計画の作成と記録・報告の技術 アセスメント・サービス提供プラン・援助目標の設定とケア計画の作成・記録の書き方・報告他

レクリエーション体験学習 レクリエーションの視点とプログラム・高齢者、障害者（児）を対象とするレクリエーションの体験学習

介護実習（所外）

　　・介護実習 グループホームでの実習（２２Ｈ）

　　・ホームヘルプサービス同行訪問 訪問介護施設での実習（１８Ｈ）

スキルアップ実習

　　・施設・居住型実習（スキルアップ） 介護実習：グループホームでのスキルアップ実習（１２Ｈ）

　　・通所・小規模多機能型実習（スキルアップ） 在宅サービス提供現場見学：デイサービスでのスキルアップ実習（２４Ｈ）

　　・訪問介護施設実習（スキルアップ） ホームヘルプサービス同行訪問：訪問介護施設でのスキルアップ実習（１２Ｈ）

職業人講話

時間

その他
企業実習 実施しない 実施する ※上記実技の介護実習に記載

訓練時間総合計 322時間 学科 162時間 実技

　受講者の負担する費用
教科書代 9,260

合計 9260円
その他（ 健康診断・実習先への

往復交通費

※求職者支援訓練を受講できる方は、 下記の全ての要件を満たす「特定求職者」です。
①  ハローワークに求職の申し込みをしていること
② 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
③  労働の意思と能力があること
④  職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと
 
■ハローワークで職業相談を受け、現在有する技能、知識等と労働市場の状況から判断して、就職するための職業訓練を受講することが必要と判断された
方に対して、次回の職業相談時に適切な訓練コースの受講申込書が交付されます。（原則、初回の相談時においては、受講申込書は交付されません。）当
該受講申込書を募集期間内に訓練実施機関までご提出願います。
 
■求職者支援訓練を受講する方は、就職支援措置の実施に当たるハローワーク職員の指導又は指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くよう
に努めなければなりません。

指
導
方
法

訓練形態（個別指導・補講を除く） 全ての受講者を一堂に集め、講師が直接指導する

　施設設備や教材等を有効に活用
　した効果的な指導のための工夫

介護保険法・その他関連法規を理解した上で、ホームヘルパー２級課程テキスト・ワークガイダンス講習テキストを使用
してグループワークなどを多く取り入れて体験を通して習得することができる

　受講者ごとの特質及び習得状況
　に応じた指導のための工夫

講義の大半で考査を実施又は実習日誌を提出し、習得状況を確認出来るようにしており、理解不十分な場合は個別指
導を行って習得していく。

※40文字以内で記入してください。 
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